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推進協議会　第3回専門部会

国の基本指針 都の目標

①　福祉施設から一般就労への移行者
   　１.５倍以上

○　福祉施設から一般就労への移行者数
　　２，７００人（平成28年度実績の1.5倍以上）

②　就労移行支援事業の利用者数
   　２割以上増加

○　国の基本指針による目標は設定せず、引き続き、都独自の目
標として区市町村障害者就労支援事業の利用による一般就労者
数を設定

　区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数
　２，５００人【都独自】
　
・　都は、福祉施設から一般就労への移行を促進するとともに、特
別支援学校の卒業生や離職者などで一般就労を希望する障害者
が企業等で働く機会を拡大するため「区市町村障害者就労支援
事業」を推進

③　就労移行支援事業所のうち、就労移行率が
３割以上の事業所が全体の５割以上

○　就労移行率が３割以上の就労移行支援事業所の割合
　　５０．０％

④　就労定着支援事業による支援を開始した時
点から１年後の職場定着率を８割以上

○　就労定着支援事業による支援開始後1年後の職場定着率
　　８０％以上

○　区市町村障害者就労支援事業利用による支援開始後１年後
の職場定着率
　　８０％以上【都独自】

国の基本指針 都の考え方（案）

①　福祉施設から一般就労への移行者
   　１．２７倍以上

①　福祉施設から一般就労への移行者
・都の現状：令和元年度実績　２，５２０人
⇒国の基本指針に即しつつ、実績等を踏まえて目標値を設定

②　就労移行支援事業から一般就労への移行
者
     １．３０倍以上

②　就労移行支援事業から一般就労への移行者
・都の現状：令和元年度実績　２，０１５人
⇒国の基本指針に即しつつ、実績等を踏まえて目標値を設定

③　就労継続支援Ａ型事業から一般就労への
移行者
     １．２６倍以上

③　就労継続支援Ａ型事業から一般就労への移行者
・都の現状：令和元年度実績　７３人
⇒国の基本指針に即しつつ、実績等を踏まえて目標値を設定

④　就労継続支援Ｂ型事業から一般就労への
移行者
     １．２３倍以上

④　就労継続支援Ｂ型事業から一般就労への移行者
・都の現状：令和元年度実績　２８３人
⇒国の基本指針に即しつつ、実績等を踏まえて目標値を設定

⑤　就労移行支援事業等を通じて一般就労に
移行する者のうち、７割が就労定着支援事業
を利用

⑤　就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、
就労定着支援事業を利用する者の割合
⇒国の基本指針に即しつつ、実績等を踏まえて目標値を設定

⑥　就労定着支援事業所のうち、就労定着率が
８割以上の事業所が全体の７割以上

⑥　就労定着支援事業所のうち、就労定着率が８割以上の事業
所が全体にしめる割合
・都の現状：令和元年度実績　７１．０％
⇒国の基本指針に即しつつ、実績等を踏まえて目標値を設定

○　引き続き、都独自の目標として区市町村障害者就労支援事業
の利用による目標値を設定

　区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数※
　　　　※現行計画の実績等を踏まえて今後目標を精査

福祉施設から一般就労への移行等に関する成果目標の考え方

第５期
障害福祉計画

（基準時点）
平成28年度

（終了時点）
令和2年度

第６期
障害福祉計画

（基準時点）
令和元年度

（終了時点）
令和５年度


